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特集・思春期への福祉サービス

アメリカの思春期精神医療体制

いな　　　　　　むら

稲　　　村

筑波大学助教授

猟
博

　日頃，思春期問題に携わっている専門家たちによ

り，目下東京で「青少年健康センター」の設立が進

められている．二れは，最近非常に深刻化している

青少年の登校拒否、家庭内暴力，無気力症，非行，

心身症などいわゆる思春期問題を，総合的に治療す

る専門機関であり、主として宿泊iff療部門，研修研

究部門、ウェルネス・ゼネレイティング部門の3つ

の活動部門からなっている．来年中に第1期工事を

終え，数年後には第2期工事を完成させる予定で．

目下急ピソチで準備が進行しているが，ひと足先に

都心にクリニ”tク・相談施設が発足して去る5月よ

リ活動を開始している．このセンター構想に先だち．

設立準備会は2年以上の慎重な検討を続けてきた。

その一環として、欧米の施設を系統的に視察したわ

けだが，そのうちここでは，思春期対策が特に進んで

いるとみられるアメリカの事情を報告したいと思う．

　視察の⊇一ス

　視察は1年ほど前に約1ヵ月をかけて，数名のチ

ームで行われた．概要は次のことくである．

　まず，ニューヨーク市から始まり．北上してコネ

チカ・・ト州のウェストポート市，さらに北上して二

ユーヨーク州のアルパニー市、そこから西方に進ん

でロチェスター市、バファロー市を経て、アメリカ

中部カンサス州のトペカ市，南下してテネシー州の

ナt・tシュビル市．さらに南下してテキサス州のオー

スチン市，東に移動してルイジアナ州のニューオー

リンズ市．最後に北西に飛んでカ1）フォルニア州の

ロサンゼルス市，サンフランシスコ市、北上してワ

シントン州のシアトル市などである．要するに、ア

メリカの東部．北部，中部，南部、西部などの諸地

域が含まれ、思春期施設は20余ヵ所にのぼった．

　もっとも，アメリカは広大で、各州に何ヵ所も思

春期の精神医療施設があり，あちらの専門家の言に

よると全米で400ヵ所以上にのぽるとかで，私ども

がみたのはほんの一部にすぎない．しかし，その施

設の選択を工夫し，アメリカを代表する有名なもの

はもとより、ごく平均的なもの，逆にあまりよくな

いものまで，さまざまなタイプを含めた．つまり，

アメリカの実態をなるべく片寄らずに把握しようと

努めたわけである、

施設の組織基盤

これらの施設は、実にさまざまなタイプからなる



が、組織基盤という点で分けると次のごとくである．

　まず．公立と私立に二大別できる．後者のほうが

多いが，それぞれがさらにいくつかのタイプに分け

られる．公立については，思春期専門の施設かち，

州立病院（精神病院）の一角に思春期病棟という形

で設置されたものまであるし，また私立では，もっ

とバラエティがあり，やはり思春期専門の総合治療

施設から．養護施設などの一部に思春期専門の治療

施設のあるもの、あるいは精神病院の一部に思春期

病棟のあるものなどいろいろである．

　しかし，非常に目立つのは，いわゆる病院や治療

施設といった暗さはなく，明るく健康的で，むしろ

宿泊施設というべき特色をもつことである．

　注目される諸点

　そこで次に，これらの施設に関し，特に注目され印

象に残った点を重点的に述べてみよう．その際，具

体的な施設をあげて説明するよりも，比較的共通す

る点を重点的にまとめるほうがわかりやすいと思う．

　L施設の見事さ

　まず一つは，施設が目を見張るほど見事なことで

ある．広大な敷地は樹々や花々でおおわれ，わが国

では考えられないような充実した設備を持っている．

例えば，子どもの居室はゆったりした個人部屋が原

則なのはいいとして，数人ごとに広いリビング，キ

ソチン，ゲーム室，娯楽室，パス，トイレなどが一

つの家庭のような雰囲気でしつらえられている．そ

のほか，大きな体育館，温水プール（いずれもオIJ

ンピックができそうなほど立派），広大なグランド，

また，後述の各種作業療法室，ピアノやドラムなど

　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

各種楽器を備えた音楽室，ダンス・ヨガ室，畑，温

室，花壇，さらに立派な附属学校等々どれ一つをみ

てもわが国では考えられないほどの内容である．

　2．十分な経貴と公的保障

　こうした設備のほかに、運営資金がまた信じられ

ないほどの額である．子ども一人当たりに使われて

いるお金が，最も低いところでも1日200ドル〔約

5万円）．平均300～400ドル（約10万円）にのぽる．

高いところでは，1日1．000ドル（25万円）をくだら

ないという．つまり，月額150万円から300万円程度が

一般であり，高いところは750万円以上も使われて

いるのである．しかも，驚かされるのは．必要最小

限度の運営資金は公的に保障されていることで，多

くの場合，その％は国から，1／4前後は州，残りは郡

市その他が負担する．上述で高額のところは，いわ

ゆる差額として家族からもらうほか，各種の基金を

持っていてそれから賄っている．関係者にきくと，

それでもまだ足りないとこぼしていた．

　3．十分なスタッフ

　これを反映して，スタッフがまた非常に充実して

いる．だいたい子どもの1．5～2倍の人数はおり，そ

の内訳は．医師，心理療法士，ソーシャル・ワーカ

ー看護婦，作業療法士，職業訓練員等のほか，附

属学校の教師も，対象児数に不均合と思うほどそろ

っている．

　そのためもあろう，スタッフは皆，極めて明るく，

のびのぴと自信をもって働いており，笑いが絶えな

い．日本の病院や施設では見たことも，聞いたこと

もないような明るいスタッフの笑いを，私は視察中

いたるところで聞いた．それに比べて，何と日本の
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病院や施設は暗くみじめなのであろうか．以前かち

ある程度知っていたつもりだが、彼我のあまりの差

に私は改めて慨嘆を禁ずることができなかった．

　4．多彩な活動

　どの施設も，非常に多彩な活動をしている．宿泊

ないし入院の治療をはじめ，外来治療、部分治療（デ

イ・ホスピタル、ナイト・ホスピタルなど），学習活

動，職業訓練などである．そのうち宿泊治療におい

ては，通常のカウンセリングや薬物療法のほかに，

アクティビティ・セラピーが．極めて充実しており，

重要な位置を占めている．これは、スポーツ，作業、

文化的・趣味的活動t芸術療法などを併せた内容で，

週間のスケジュールがあり，ちょうど学校の時間割

のようにうまく組み合わせながら行っている．例え

ば，ある日は音楽療法，木工、ジャズダンス、水泳

などが．1時問ずつあるとすると、次の日は花壇手

入れ，絵画療法，瞑想療法t話し方教室，パスケッ

トポールといったふうである．思春期では，こうし

たアクティビティ・セラピーが非常に重要でパラエ

ティーのあるものを次々回転させていくのが効果的

とされている．わが国での治療経験に照してもこれ

はよく納得され，私どもの青少年健康センターでも，

それに大きな比重がおかれている．

　5．小グループ制

　治療単位は，小グループ制がどこでもとられている．

10名程度が一般で，居室はさらにこの二分の一が単

位である．既述のように単位ことに居室のブロック

が形成されているが，上述のアクティビティー・セ

ラピーなどになるとたいていは二単位ずつを併せて

10名程度でやるのが多い．
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　小グループの種類はさまざまでt男女別、問題別，

急性期（入所直後），小児，混合，復帰直前など，施

設によっていろいろに分けられている．たいていは．

入所後2～3週間は急性棟にいて，それから特徴別

にいろいろなところへ分れて行き，経過によってい

くつかグループを変わってから復帰棟に行き，退所

していくといった経過をとる．

　6．附属学校

　もう一つ重要なのは，すべてに学校が附設されて

いることである．それも、単に子どもだから学習す

るというだけではなく，学校活動が治療の重要な部

門に位置づけられている．例えば，入所の後しばら

く宿泊棟にいてから，学校へ通い始めるが，当初は

まだ不安定だし，十分理解力もないから、多くは個

別指導で、独自のカリキュラムを工夫して対応して

いく．教育というよりも，よリカウンセリング的な

いし治療的ニュアンスが強いわけである．しかし，

状態が落ち着くにつtLてt少しずつ大きいクラスに

入り、やがて通常のクラスへと進んでいく．そのう

ち、やがて施設から近所の一般の学校に通学し始め，

ついに退院して元の学校へもどるというふうである．

　なお，学校には，単に収容者が通うばかりでなく，

地域からも何らかの問題を抱えた子が通ってくる．

日本で言えぱ情緒障害学級とか指導相談学級のよっ

な意味合いも持っているわけだが，外部から通う人

数が非常に多いのが一般的で，日本よりも広い範囲

の子が含まれている．また，授業時間は，通常1日

4時間から6時間程度である．

　7．入所の理由

　入所している子の抱えている問題はさまざまであ



る．その施設の性格によっても違うし，宿泊棟（一

般にはWardとはいわず、　Cottageと呼んでいる）

の種類によっても異なるが，比較的多いのは，行動

障害（c。ndUCt　disorder），登校拒否，薬物乱用など

のほかに，神経症．躁うつ病，分裂病なども一部に

含まれている．なお，精神病院内の思春期病棟を除

けば，一般に精神障害の程度は軽い子が多い．

　思春期対策の理念

　これら以外にも，施設や活動をみて非常に感銘深

いことがいくつもある．そのうち最も重要なことの

一つは，思春期対策の理念が高まいであり，強固に

それが貫かれていることである．すなわち，青少年

こそ国の未来そのものであ’），その健全育成と病理

や問題からの回復は国の最重点課題だとする哲学で

ある．それだからこそ、信じられないほどの予算と

スタッフを投入し，万全の治療的対応を実践してい

る．いかに不況とはいえ、頑固に治療内容の質を落

とすことはしないし，家族への負担は極力少なくし

て、国や自治体が経費を保障している．そればかり

か，こうした施設のおかれた場所が，また象徴的で

ある．例えば，市の中心にある小高い丘に美しい公

園と並んで，青少年施設がおかれている．新たな施

設をつくる時なども，住民の反対運動などあった例

はまったく聞かなかった．子どもも．スタッフもと

もども明るく，晴れやかなのは当然といわねばなら

ない．地域や社会における青少年対策の位置づけが

わが国などと残念ながらまったく違うのである．

　もう一つは．精神の健康の占める比重の大きさで

ある．アメリカは，大学病院などへ行っても，中央

世界の児童と母性

に精神医療部門がおかれていることが多いが，一事

が万事その調子で，健康全体に占める精神の位置は

極めて大きい．ましてや，それが青少年であれば一

層で，万難を排して不健康な心の回復に社会が尽力

する．それが，視察をしたどの施設でも痛感された

が，それが共通しているほか，各施設ごとにまた，

固有の設立理念や哲学があることにも改めて感銘を

受けた．少なくても，青少年精神医療施設をみる限

り，わが国の先覚者が明治期にヨーロッパで荘然自

失しながら彼我の差に涙したと同じような状況があ

り，私は憂国の情やみがたいものがある．

　付記一アメリカの最近の動向

　最後に，アメリカの医療界にみられる最近の動向

を一言しておこう．それは，病院のチェーン化であ

り，上述してきた青少年施設についても例外ではな

い．同じ系統の施設が各地にネットワークを作って

いる例が非常に増えており，小さなものは数ヵ所、

少し大きくなると10数ヵ所，さらに大きくなると何

10ヵ所といったふうである．一般の総合病院などで

は300ヵ所以上といったものも今日では稀でない．

それだけ，病院経営が難しくなったためでもあろう

が，逆にいえば無駄を省いて存分に医療的サービス

をはかるにはこうした方法しかないともいえる．

　そのことは私立の青少年施設も同じであり，一方

にはあくまで一ヵ所で理想を求めて頑張っている施

設があるかと思うと，他方ではチェーン化によって

経営的基盤を安定させながら，内容の充実をはかっ

ている施設もある．上述の青少年対策の理念の高ま

いさと，アメリカ的な合理主義，両者のバランスの

うえに高度なレベルが保たれているといえよっ．
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特集・思春期への福祉サービス

日本における思春期婦人科外来の

現状とあり方
諸外国での動きを含めて 松　未　藩　二

自治医科大学附属病院長

　思春期婦人科外来の創始

　小児期や思春期の少女が性器の病気にかかって、

診察した小児科医が診断や治療を確実にするために，

専門家である婦人科医の協力を求めた場合，その婦

人科医が小児期や思春期少女の特殊性を理解してい

ないで成人に対するのと同じ様な態度で接し、同じ

様な方法で診察を行ったとすれば、おそらくその少

女は二度と婦人科医を訪れるのを嫌うだろうし，時

には強い精神的苦痛を感じた1），後に心理的障害を

残したりするおそれもある．

　そのため小児婦入科という特殊な専門分野の必要

性が考えられるようになり，1939年ハンカリーでド

プツエイという小児科医が小児婦人科に関する最初

の著書を出版し，続いて1940年にチェコスvパキア

のプラハで婦人科医が小児と10歳代少女のための特

別の婦人科病棟を開設した．

　アメリカでは1950年代の初めごろから、やはll小

児婦人科患者の特殊性や扱い方に対する注意か指摘

されるようになり，1953年のある医学雑誌の杜説に

は，少年から男性へ，少女から女性へと移行する重

要な時期である思春期の問題に．小児科医も内科医

も関心が極めて薄いことが指摘されている．そのよ

うなことで1955年ごろから思春期のためのクリニ・

クが一般医療機関に設立されるようになり，思春期

の医療か効果的に行われるようになっただけでなく、

小児科医，内科医，その他の医師の間に交流ができ、

診断や種々の問題か検討できる体制が整えられたと

いつ．

　フランスでも1955年にハりの病院に小児婦人科外

来が開設されて，小児期と思春期の少女のための専

門診療かはじめられ、ボーランドでも1955年ごろか

ら特殊外来が開設された．その他フィンランドでは

1960年から小児婦人科外来がおかれ、産婦人科に属

していて特別な訓練を受けた医師が扱っておリ，ハ

ンガリーでは1966年から小児病院に小児婦入糾が開

設され、現在ではおおよそ30外来が活動しているし，

ユーゴスラビアでは研究所2、大学病院クリニック

3，一般病院4の9ヵ所かあり．診療にはすべて特

別の訓練を受けた医師が当たっている．

　またスイスでは．1969年からローザンヌ大学小児

科に小児婦人科外来か開設され、1970年チューIJヒ、

1971年バーゼルと続き、現イt三5大学病院に設置され

ておD、フランスては11ヵ所に外来か置かれている．

オーストリアではrg68年インスプル・クのas　tN病院
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に最初に設置されたが，現在では全大学病院に小児

婦人科外来があるし，西ドイツではミュンヘンに一

番大きなセンターがあり，他の大学病院も小児婦人

科の部門を持っている．

　このように今日では欧米各国において多くの病院

に思春期外来が置かれて活動している．

　思春期保健クリニックの発展

　一方，中・西部ヨーロッパの諸国やアメリカでは

小児の身体的早熟の傾向が進むとともに，性に対す

る意識の変革によって1963年ごろから10代の性活動

が増し，10代妊娠の増加が指摘されるようになり，

1970年代にはその対策が保健の重要な課題として取

り上げられるに至った．WHOでは「思春期の人び

とのヘルスニーズ」を主題とする専門家委員会を開

催して討議し，1977年その報告書を出版したが，そ

の中で、健全な発育と発達を目ざして出生前から始

まる予防的保健サービスが必要であることが強調さ

れ，総括的なケアセンターで，教育．レクリエーシ

ョン，保健サービスが総括されて，家族計画、小児

ケア，保健の面で種々の家族訓練を行うことや、地

域の保健サービヌ．に思春期の人びと自身をも参加さ

せて，仲間同志のカウンセリング・プログラムを開

発することなどが勧告された．

　また1960年代の経口避妊薬（ピル）の急速な普及

や1970年代初頭の銅付加子宮内避妊器具（銅IUD）

の出現によって避妊技術の大きな変革がもたらされ，

ユ0代の妊娠を防く’ために1974年ごろから思春期の避

妊に関する研究が盛んに行われるようになった．

　このようなことから欧米諸国では，思春期の人び

世界の児童と母性

とに対する性の問題や避妊の相談，避妊サービスな

どが地域の保健センターで行われたり，あるいは特

別な思春期相談クリニック，若者のクリニッ久10

代のための家族計画クtJニッ久学校内保健クリニ

ックなどが作られて地域保健活動として広く行われ

るようになった．

　スウェーデンでは1975年に人工妊娠中絶を自由化

して妊娠18週までは自分の意志で中絶できるよっに

するとともに，青少年に対して無料で性に関する悩

みの相談，避妊の相談や指導などを行う若者クリニ

ックを開設した．現在人口830万のスウェーデン全

土におおよそ50のクリニックがあり，特別に訓練し

た助産婦が婦人科医とともに指導に当たっている．

ある地域ではそこに住む10代の人々の75％が一度は

クリニックを訪れており，避妊の相談と婦人科的問

題の相談が多い．その結果スウェーデンではそれま

で増加を続けていた10代の妊娠や人工妊娠中絶が19

76年以降減少に転じておt）　t若者のクリニックは学

校保健を助けるものであり，予防医学のよい例であ

るとされている．

　わが国における思春期外来

　わが国では私どもが昭和37年t1962）に日本産科

婦人科学会の宿題報告で「月経異常に関する研究」を

報告するに当たって前橋市内のある高校をフィール

ドにして種々の調査を行った際，高校生の中に婦人

科的な訴えを持っているものがかなり多いことを知

って，群馬大学病院の産科人科外来に週1日午後の

思春期外来を特別に設けて思春期少女の訴えに対処

する試みをしたのが最初の思春期婦人科外来であっ
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た．しかしその特殊外来はあまり患者数も多くなか

ったことなどのためにしばらくして消滅してしまった．

　その後昭和41年（1966）に東京に国立小児病院が

設立された際、小児婦人科が置かれ，高嶋達夫博士

が医長となって小児および思春期の婦人科診療をは

じめた．また総合病院では昭和49年（1974）に自治

医科大学附属病院が設立された時に，婦人科に専門

外来として思春期外来を開いた．現在では，仙台の

長池優生保護相談所，山形大学，山形の東北中央病院．

自治医科大学．筑波大学、防衛医科大学，千葉市立病

院，東京の愛育病院，国立小児病院，東京女子医科大

学第2病院，日赤医療センター，日本家族計画協会オ

ープンハウス，神奈川県立こども医療センター，国立

静岡病院，大阪大学，大阪市立母子センター，鹿児島

大学などに婦人科の思春期外来が置かれている．

　婦人科思春期外来の現況

　自治医科大学病院では昭和49年に開設して以来患

者数はおおむね年々増加し，ことに昭和54年から明ら

かに増加した、さらに詳しく月別に見ると54年の8月

から顕著な増加がみられるのであって，これはちょう

どそのころマスコミが当院の思春期外来を取り上げ

て新聞紙上に大きく紹介報道してくれたことによる

と思われる．その影響で東京女子医科大学病院でも

やはり昭和55年かち患者が著明に増加した由である．

　来院患者の数を月別にみると，その分布は均一で

なく，3月．7月，8月に明らかに多い．これは，

来院患者のほとんどが中学生、高校生であるために

休暇になると来院する者が多いことによると思われ

る．通院治療が必要であるような中学生，高校生で

8

は，毎回同じ曜日の同じ時間に授業を欠席しなけれ

ばならないことが通院の際問題になってくる．した

がって患者ができるだけ来やすくするためには，外

来をたとえば放課後の時間に開設するとか、あるい

は土曜日の午後や日曜日に開設するとかいうような

配慮が望ましいが，それはなかなか大病院などでは

病院管理上の問題もあって実施が困難である．こう

いうことが今後の思春期外来のあり方のうえで考え

られなければならない点ではないかと思う．

　来院患者の病気の種類は、われわれのところでは

表1に示すように続発無月経が31，6％で一番多く、

月経異常全体では約46％と半数近くを占めている．

　続いて多いのは感染症で14．3°／eである．東京女子

医科大学の報告をみても、やはり続発無月経が21．7

％であ1），月経不順が32．4％，月経困難症が15．8％，

膣炎・膣帯下がll．8％である．

表1　疾息別外来初診息者数

疾　　　患 患者数 ％

感 染　　症 62 14．3

奇 形 15 3．5

外陰部疾患
18 4」

子 宮　疾　患 9 2．0

卵 巣　疾　患 9 2．0

月経困難症 43 9．9

月 原発無月経 10 2．3

経
異
続発無F…経 137 31．6

常 頻発月経 3 o．7

早発月桂
6 1．4

機能性子宮出血 27 6．2

初潮前帯下 【1 2．5

産 科　疾　患 43 9．9

乳 房　疾　患 10 2．3

異 常　な　し 15 3．5

そ の　　他 田 5．3

合　　　計 434 10〔｝．0

↓松本溝一：思春期外来とその進め方．産靖人↓尋治療42：145，1981より〕



　思春期婦人科外来は前述したように、いろいろ異

なった性格の施設に付設されているので，その施設

の性格によってもそれぞれ来院する対象に違いがあ

るようであるが，一般に大学病院の産婦人科外来に

設けられているところでは，大体15歳ないし19歳の

後期思春期の少女が最も多く来院していて，病気も

月経異常や機能性子宮出血が多い．これに対して．

たとえば国立小児病院のような小児病院に置かれて

いるところでは，むしろ小児期の少女が多く来院し

ていて，病気も外陰炎あるいは外陰膣炎などが大多

数を占めている．高鴫（1977）の報告によれば，国

立小児病院でllrp間に診察した1，816例の小児婦人

科疾患患者の内訳は，非特異性外陰膣炎716例，非

特異性外陰炎585例，小陰唇癒着症76例，乳房早期

発育症72例，性早熟症61例などである．また家族計

画協会のクリニックでは避妊相談などが多い．

　なお上述の思春期婦人科外来のほかに、思春期外

来としては，精神科，心療内科を中心としたものが

東京の国立大蔵病院，関東中央病院，浜松医科大学，

北九州津屋崎病院などに，また泌尿器科を中心とし

たものが東邦大学大森病院に設置されている．

　このように思春期外来はわが国でも活動している

が、全国的に見ればその数はまだ極めて限られてい

るし，また婦人科とか精神科とかそれぞれ既存の診

療科の中で思春期の患者に対し特別の考慮を払った

扱いがなされているというだけで，思春期の人びと

を中心として関連専門医が協力して対応できるよう

な独立した総合的な思春期専門のクリニックなどは，

その必要性は認められ，構想はあるものの，まだ実

現には至っていない．

世界の児童と母性

　これからの問題

　わが国では10代の人工妊娠中絶が昭和53年以来年

々着実に増加していることでも分かるように，思春期

の少女たちは非常に多くの性の問題に直面している．

その対策として学校が家庭における適切な性教育の

実施も必要であるけれども、それとともに悩みや訴

えのある人々に対する個人的なカウンセリングの実

施が急務となっている．

　厚生省では昨年10月から「健全母性育成事業Jと

して，宮城県，東京都，新潟県，石川県，愛知県，

大阪府，大阪市，兵庫県，香川県，福岡県の10都道

府県または指定都市で、思春期の人々に対する個々

のケースに応ヒた個別相談を実施しはじめた．この

事業はまだ緒についたばかりで．その展開はこれか

らの問題であり，その成功には地域における学校と

保健医療機関との密接な協力体制の樹立が不可欠で

あることはいうまでもない．

　またこういう意味からも，思春期の人々が気軽に

診察を受けたり，相談に来たりすることができる思

春期外来の施設が，全国的にもっと拡充されること

が大いに必要であると考えられる．

　思春期外来の実施については，以前全国の大学の

産婦人科教授に対しアンケート調査をしたことがあ

るが，その必要性は皆十分認めているものの，人手

不足，時間がかかる、収入が見合わないなどの理由

で，開設を躊賭している医療機関が多いことが分か

った．しかし，こういう対策は，現在われわれに課

せられた義務とも考えられるのであって，多くの人

々がこのことにもっと関心を持っていただきたいと

思う．
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特集・思春期への橿祉サービス

思春期の文化財接触の現状と問題
マスメテソアを中心に

1‖　蒲　康　窒
財団法人　電気通信総合研究所研究員

　はじめに

　思春期の子どもたちにとってもかかわりの深いマ

スメディアは，やはり雑誌とテレピであろう．どち

らも昨年から今年にかけて政治社会問題化したこと

は記憶に新しい．昨年の2月には子ども向けとりわ

け「少女向け雑誌」が，そして今年の2月には「深

夜番組」がそれぞれ政治問題としてとりあげられた、

争点は．もっぱら性情報の多さと，それによる「悪」影

響に集中したが，安易な法規制には批判の声が強い．

　雑誌については自民党が有害図書規制法案を発表

し，　「言論・表現の自由」論議にまで発展した．ま

た問題雑誌としてとりあげられた雑誌のいくつかは

休廃刊したり（「キッス」など｝，自主規制の方針を

打ち出す（「ギャルズライフ」など）ことで一応の終

1ヒ符がうたれた．他方、昨年秋の番組改編以後ほと

んどの民放局は週末の深夜番組を裸・セックス中心

の内容に変更した．これは視聴率競争のもたらした

結果であるが，こうした傾向に対して郵政省は2月

各局に文書を送り自粛を勧告した．民放側がこれを

受け，内容の修正をはかることで一応決着した．

　fどもとマスメディアの問題では，こうした性表

現のほかに暴力映像もしばしば取り沙汰されてきて

いるが，この問題については外国でも同じような悩

みをかかえている．とりわけテレビはほとんどの家

庭に設置されていることと，影響力の強さの点で大

きな問題となっている．たとえば，アメリカは全体

に性や暴力に対する規制は強いが，現在なおケープ

ルテレピのポルノ番組（ケーアルポルノ）規制が「児

童保護」の面で重要な課題になっている．

　以下では．日本の例を中心に雑誌やテレビ番組に

あらわれる性情報や暴力映像との接触状況、および

それらの影響について心理学の分野で行われてきた

研究や調査を概観し，問題点を明らかにしたい．

　テレビと雑誌の接触状況

　総理府が4年前（1981｝におこなった「情報化社

会と青少年に関する調査」（】982，以下「総理府調査」）

によると，1日あたりのテレビ視聴時間は小学生（高

学年）が2時間45分，中学生が2時間35分，高校生

が2時間27分となっている．したがって，10歳から

17歳の子どもたちのテレビ視聴時間は大体2時間半

といえよう．なお、同時期におけるアメリカの子ど

もたち（12～17歳）の視聴時間は男子が3時間12分．

女子が2時間37分である｛ニールセン調査、19．　81）．
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したがって平均すると約3時間となり，日本の子ど

もの方か視聴時間はやや短い．

　よく見られている番組は、小学生の高学年が「ア

ニメーション」と「音楽」で，この傾向は中学生で

も変わらない．また中学生のばあい「映画」を見る

者が多くなっている．高校生になると「音楽」と「映

画」が上位2位を占めている．専用テレビをもつ子

どもは，小中学生（10～14歳）で15％．青年（15～24

歳）で37％いるが、かれらは概して視聴時間が長い．

　ところで最近普及率が伸びているVCR（ピテオカ

セットレコーダー）の使用状況をみておこっ．VCR

の普及はテレビ視聴のパターンを変えると考えられ

るからである．NHK放送文化調査研究所の調査（19

84）によると，ハイティーン（13～19歳）は積極的に

ホームビデオを利用している．利用形態としてはエ

アチェックが主体であり，録画内容は男子の場合，

広範囲に及んでいるのに対し，女子は音楽番組が多

い．VCRの利用法には，こうした録画以外にビデオ

ソフトの再生がある．市販・レンタルを問わず、全

体として「劇場用映画」「成人向けのもの」「音楽」

がよく利用されている．

　つぎに雑誌の接触状況をみてみよう．単行本も含

んだ数字であるが，まずマンガの1ヵ月当たりの平

均接触量は、小学生高学年が3．8冊，中学生が3．4冊、

高校生が3．2冊となっている（総理府調査）．またマ

ンガを除いた雑誌の平均接触量（1ヵ月）は，小学

生高学年がLl冊，中学生が1．6冊，高校生が2．2冊

となっている．マンガ以外の雑誌は意外に読まれて

いない．なお、雑誌をよく読んでいる者は，テレビ、

新聞，マンガ，単行本との接触率も高い傾向にある．

世界の児童と母性

　よく読まれている雑誌（マンガも含む）を年齢層

別にみると．つぎのようになる．

　小学校高学年ではマンガ誌が最もよく読まれてお

り，女子では芸能情報誌（「明星」「平凡」など）もよ

く読まれている．中学生になると，男子ではマンガ

誌が，女子では芸能情報誌が最もよく読まれている．

高校生では，男子がマンガ誌を、女子がファッショ

ン・マンガ誌（「セプンティーン」など）を最も好ん

で読んでいる．全体としてマンガ雑誌がよく読まれ

ていることがわかる．

　性情報・暴力映像の接触状況

　子どもたちが接しているこれらのメディアには，

多かれ少なかれ性情報や暴力表現が含まれている．

　性知識の情報源として利用しているものを3つま

であげてもらった結果が図1である．小中学生のば

あい，　「友人」と「学校の授業」が多く，以下「母

親」「テレビ・ラジオ」がつづいている．それに対し，

青年の場合「友人」が相対的に多いことに変わりは

ないが．「週刊誌」「週刊誌以外の雑誌」「ポルノ雑誌」

といった雑誌類がかなり増えている．青年にとって

「友人」と「マスメディア」が2大情報源となってお

り，性学習の手段として機能していることがわかる．

　個別にみていこう（総理府調査）．まずポルノ雑誌

の購入経験であるが（小中学生は調査対象からはず

されている），自動販売機かち買った者の割合は，「よ

くあるJと「たまにある」を合わせると，15～17歳

（高校生）の男子で10．5％いる．接触経験になると

急に増え、同様に算出すると57．7％にのぼる．なお

成人映画の接触経験者は，ポルノ雑誌購入同様少な
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い（11．6％）．こうした結果は、自販機による購入や

成人映画の映画館への入場が，ある程度の心理的抵

抗をともなうことに起因しているものと考えられる．

　つぎに性情報に対する許容度をみてみよう．　「雑

誌・テレビ・映画において性に関する場面や記事が

多いと思うか」たずねたところ，小中学生の約26％，

青年の約42％が「非常に多い」「やや多い」と答えて

いる．また，その内容については小中学生の約20％、

青年の約35％が「非常に露骨」「やや露骨」と答えて

いる．男女別にみると，女子のほうが露骨だと答え

図1　性知旋の惰報源c3つtでの複数回E）

・　・」iii∋i3■■，，。

学校・糠一．
・　・E≡コas．5

アレ；らE∋菌・1．

・　・FB．8
　　　・・　ER　13』6

週刊　E』邑■■■、、．，

先葦i。人］昌1。。

週刊蹴日ti
　　　画巴．

きtitiい『，169

　　　・R．．

単行本i3』i

・ル借已1。、5

・・咽4．］

資軒：総理府青少年対貰本部，tg．　82
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る者が多い．性情報の接触状況との関連をみると，

成人映画やtルノ・エロ雑誌をよく見る者ほど性的

な場面や内容について「たいしたことはない」と，

図2　暴力場面の感じ方

〔ア）　おもしろい一おもしろくない

小中学生
〔10－14歳1

青　　　年

〔｝5～24歳）

非富におもしろい

　少Lおもしろい

4．2

　　非常におもしろ（ない

少しおもしろ（ない

　　　　　　　NA（％〕

2．6

13．！ 54、1 15．1 13，2

　　　　3．2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．2

〔イ）スカ．・とする一重苦しい

　　　　非常にスカ・とする　　　　非常に重苦しい

　　　　　　少しスかンと†る　少し重苦しい

　　　　　　　　　　どちらともいえない　　　　NA↓％｝

小中学生

青 年 払．9 28，2 16．6

　　　　2．5　5．7

fウ、　興奮する一しらける

　　　　非常に興奮†る

’卜中学生

非常にLらける

1，1

少し興奮†る　　　少ししらける

　　　　　　　どちらともいえない NA

25、3　　　　　　43．O

10．2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10．7　B，2

NA〔％）

2．5

青 年 19．2 56．0 11．4

　　　　3、8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8『2　1『3

〔エ｝　かっこいい一力・っこわるい

　　　　非常にかっこいい　　　　　　非常にかっこわるい

　　　　　　少しかっこいい　　少しかっこわるい

　　　　　　　　　　どちらともいえない　　　　NA〔％｝

小中学生 14．4 52．④ 9．6 15．6

5、3 3．o

資 年 65．1 13．2

2．6　8．3 9．3 1．5

資料：鍵理府冑少年対策本部，19S2



許容的な傾向が見られる．

　在京6局を対象に行ったテレビ番組の内容分析に

よれば，6年前の時点で，テレビでは1日平均90人

が殺され，暴行が46件行われ，婦女暴行は3．6回行

われているという（日本フィールドアスレチック協

会調べ＄1979）．

　こうしたテレビや映画の暴力映像については，「よ

く見るJと答えた人が高校生で45．5％いる（総理府

調査）．人を殺したり傷つけたりする暴力場面につい

て，小中学生の15．6％，青年（15～24歳）の15．5％

が「非常に多い」と考えている．「やや多い」も加

えると、暴力場面が多いと考える者は小中学生，青

年とも6割近くに達する．こうした暴力場面につい

て残酷だと考える者は，小中学生では66．9％，青年

では58．2％と6割前後いる．したがって，小中学生

や青年の約6割が暴力場面を多いと感じ，残酷だと

考えていることになる．

　暴力映像に接したとき子どもたちはどのように感

じているのだろうか．調査結果は図2のとおりであ

る．全体としては「おもしろい」と感じている者も、

「スカッとする」と感じている者も少ない．この傾

向はとりわけ女子に顕著であるという．また，どち

ちかといえば「興奮する」者が多く，「かっこわる

い」と感じる者が多い．

　暴力映像と性情報の影響

　テレビや映画の暴力映像と攻撃行動の関連につい

ては，心理学の分野でさまざまな研究がなされてき

ている．そこで得られた結果はおおむね，暴力映像

との接触は攻撃行動を促進するという立場（攻撃促

世界の児童と母性

進説）を支持するものである．

　攻撃促進説を支える研究は多くある．1つは，パ

ンデューラたちが主張する「モデリング」という考

え方である．かれは子どもたちに暴力場面のフィル

ムを見せたあと，いま見たのと同じ部屋に連れてい

き行動を観察した．その結果，約9割の子どもたち

がさまざまな攻撃行動を示した．モデリングの効果

は，児童にも青少年にもみられるが、年長者よりも

年少者に著しいという．これに関連して，子どもの

ときの暴力番組嗜好は大きくなってからの攻撃行動

と関係しているというイーロンたちの研究成果があ

る．逆の方向すなわち子どものときの攻撃行動と、

大きくなってからの暴力番組嗜好とのあいだには関

係がみられなかったことと合わせると，暴力番組嗜

好は攻撃行動の原因であることが示唆される．ただ

し，これは男子にしかあてはまらないという（性役

割の相違によるものであろう）．この研究は，モデリ

ング効果の持続性をうかがわせる．

　2つ目は「賦活効果」である．スリルや興奮をと

もなうような場面を見ると、それによって賦活水準

があがり，その分興奮しやすくなる．したがって些

細なきっかけでも攻撃行動を起こしやすくなる，と

いうものである．モデリング効果にくらべると、こ

の効果はかなり短期的である．また，暴力映像に頻

繁に接していると，暴力に対して次第；こ鈍感になり，

暴力に寛容になるという「寛容効果」という考え方

もある．暴力映像は賦活水準を上げるが，慣れとと

もにその上昇が減少していく．

　これらの効果はかならずしも一定しておらず，個

人（視聴者）の特性で異なる．また映像の現実感もこ
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れらの効果を左右している．とりわけ認知能力の発

達していない年少者ほど，現実感の高い映像（刑事ド

ラマやドキュメント）は攻撃行動を生じさせやすい．

　性行動も攻撃行動の一種と考えられ，以上のよう

な指摘は基本的にポルノ表現についてもあてはまろ

う．さちに福島章（1978）が「愛の幻想」で指摘する

ように，思春期にあるかれらの性欲求は「複製化さ

れたイメージ」に向けられることが多い．雑誌やテ

レビにあらわれる異性イメージによって性欲求の代

理的満足がなされると考えられるからである．とり

わけ男子の場合，ビンナ．ノブがマスターべ一ション

のときの空想対象となっているのは周知のことであ

ろう．空想対象の内容はその後の性行動に少なから

ず影響を与える．

　「性・暴力・メティア」（1978｝をまとめたアイゼ

ンクとナイアスは，つぎのように結論している．「マ

スメディアにおけるセックスと暴力の描写は，視聴

者の態度と行動に影響を与えることが証拠によって

はっきりと示されている．それの影響は提示の細部

と視聴者の性格によって異なってくる．（略｝すでに

十分に確立されている攻撃行為および反応目録にな

い新しい攻撃行為は，映画やテレビや劇場で描写さ

れる暴力場面によって触発されることがある．ポル

ノもまた，多くの視聴者に（同様な，引用者注）影

響を与える．しかしその影響力はもっと変化に富ん

でいるようである」　（岩脇三良訳）．

　他方，現在主に思春期にある子どもたちがよく読

む雑誌には，ヌード写真のほかにもさまざまな性情

報が掲載されている．それは記事にとどまらず，マ

ンガや小説（しばしば体験小説のかたちをとる）の

14

なかにもあらわれる．主な内容はテク；ック優先の

ハウツーものやt異性の本音紹介である．また，「セ

ックス．調査」の紹介記事も多く，そこでは「キミは

遅れている」式の記述が目立つ．「遅れている」と決

めつけられた子どもたちはますますあせる仕組みに

なっている．こうした雑誌記事が，日本の貧困な「性

教育」の代りをはたしているのだろう．

　今後の課題

　これまで，マスメディアにあらわれる性情報や暴

力影像がそれに接触する者にさまざまな影響をもた

らすことをみてきた．これらの実際の影響は、表現

の仕方や受け手である個人の特性によって異なって

くる（個人差の問題）．

　このように考えてくると、テレビ番組や雑誌記事

の内容をどのような基準で決定するかが、送り手に

とって重要な課題となってくる．すなわち、視聴率

あるいは発売部数を優先して．子どもたちに「気に

入られる」ような内容にするか，あるいは子どもた

ちの生活を最優先して，それを考えたときテレビや

雑誌は〔文化財として）どうあるべきか，という視

点にそった内容にするかtの選択である．もちろん

両者はかならずしも対立するものではないが，基本

的にどちらの立場に立つかは重要な問題であるはず

だ．換言すれば「何が子どものためであるのか」を

はっきりさせることである．そのためには市民の監

視も必要であろうし，それよりもなにも子どもたち

の声を十分に聞いてみることだろう．もしかしたら，

われわれ大人たちはとんだ思い違いをしているかも

しれないのだから．



世界の児童と母性

特集・思春期への福祉サービス

思春期における児童虐待の現状

た　　　　　　むら

田　　村

東洋大学教授

敗
健

工

　はじめに

　わたしたちは、昭和58年度に、全国の児童相談所

で受理され、家族内児童虐待と判定された416ケー

スについて、同所職員の多大なご協力をえて．調査

を実施することができた．ここで用いた虐待の定義

は、国際比較も可能なように，国際児童虐待常任委

員会（lnternational　Standing　Commit【ee　on　Chlld

Abuse）のものをほぽ用い，かなり厳密である．種類

としては，次の4つがある．

　①身体的暴行：外傷の残る暴行，あるいは生命に

危険のある暴行で，全体の54％．②保護の怠慢・拒

否：遺棄、衣食住や清潔さについての健康状態を損

う放置で，27％、③性的暴行：親による近親相姦，

または，親に代わる保護者による性的暴行で11％．

④心理的虐待：以上の①～③を含まない，その他の

極端な心理的外傷（不安’怯え、強い攻撃性，習癖異

常など，日常生活に支障をきたす精神症状が現われて

いるものに限る）をあたえたと思われる行為で，8％．

　なお．家族内児童虐待の数は，児童相談所に受理

されなかったものを考えると，もっと多く，また．

家族問題とともに虐待も増加中かと，推察される．

　さて，表1と2によると，児童虐待のうち，10～

17歳の児童が大半以上を占めるのは，心理的虐待（男

子の610／o，女子の75％）と，性的暴行（女子のみで

その98％）である．そこで，次にこの2つについて

述べてみたい．なお，以下の記述で（多・少何％）

とあるのは，児童虐待の全体に比べて，何％多い、

または少ない，という意味であるか、10％未満は大

差ないものとして省略してある．

　心理的虐待

　〔1〕家族一・・父子家族26％，母子家族29％で，片親

表1　被虐待児が男子の場合の年齢

身体的

暴行

保蹟の怠

慢・拒否

性的
暴行

心理的

虐待
計

1．0歳

2，1歳

3．2歳

4．3歳

5．4歳

3．0

3．9

3．9

5．5

7．8

12．3

3．5

3．5

3．5

1．8

二
三
一

5．5

－
5．5

5．5

一

5．8

3．3

3．9

4．9

53

0～ほの計 24．1 24．6 一 16．5 23．2

6．5～9歳

7．10～14歳

8．15歳以上

42．8

32．3

　

31．5

40．3

3．5

ニ
ー

22」

55．5

5．5

37．4

37．0

1．4

計 100．0 100．0 　 100．0 100．0

9．男rでな

　く女子
43．4 48．6 100．0 47．0 51．4
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家族は56％，核家族は38％で，祖父母20％などの同

居がめだつ．父親は30～44歳が82％で，職業は常勤

56％（多18％）で，技能・生産工程等59％（多15％）

である．母親は30～44歳が78％（多11％）で，無職

65％（多11％）である．家計は収支同じ以上が56％

（多23％）で，家族問題としては経済問題と不和が

ともに50％，育児差別35％（多15％）などがあり，

相談先には親族56％（多16％），公的機関35％（多11

％）などがある．社会的には一応安定している中の

下ぐらいの家庭であるが，内面的には家族構成や家

族問題で不安定さがあり，祖父母なども加わって育

児差別も行われているようである．

　（2）虐待の加害者……父親42％（少10％），母親39％，

祖父母など18％で，加害者は40歳以上が58％（多21

％｝である．加害者は，自分の親から心理的虐待34

％（多29％）や拒否21％（多12％）を受けており，

性格は固執50％（多31％），過度に厳格42％〔多23％），

孤立42％，感情的39％などがめだっている．

表2　被虐待児が女子の場合の年齢

身体的

暴行

保護の怠
慢・拒否

性的

暴行

心理的
虐待

計

Lo歳
2．1歳

3．2歳

4．3歳

5、4蔵

1．8

5．0

0．9

5．0

2．9

7．4

5．6

3．ア

9．3

7．4

一

三
一
　

一

二
二

2．7

3．7

1．4

4．7

3．1

o～4歳の計 15．6 33．4
一 一

15．6

6．5～9歳

7．P～14歳

8．15歳以上

42．3

33」

7．9

27．8

35．2

3．7

2．1

67．3

30．4

24．9

68．7

6．2

29．4

43．8

11．1

計 100．0 loo．o 100．0 100．0 100．0

9、女子でな

　く男子
55．6 5L4

　
53．0 48．6
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　被虐待児に対しては，拒否39％と厳格29％で，虐

待については「行為は認めるが虐待とは認めない」

47％（少13％）と責任転嫁26％（多工0％）がめだち，

動機は被虐待児が気にいらない53％，不満の吐け口

45％（多14％），愛憎の混乱42％（多27％）などであ

る．虐待回数は4回以上が47％である．

　（3）被虐待児……小学生47％、中学生26％で，ひと

りっ子でない長子44％（多10％）と中っ子32％が，

比較的多い．身体発育は普通以上59％で、身体状態

は「問題なし」71％（多33％）であるが、精神状態

については「問題あり」88％（多21％）で，特に不

安・怯え62％，強い攻撃性24％（多12％），凍りつ〈

ような無感動・無反応18％がめだっている．

　性格は，孤独38％（多19％）．暗い38％，消極35％

（多12％）、内向35％（多10％〉，依存29％（多11％）

などであり、非行等の問題行動は32％の者がもって

いる．実母からの分離体験は65％の者にあり，生別

38％，養護施設入所21％などがめだつ．

　虐待による被害度の多さは，虐待4種類中，身体

状態は最少の第4位であるが，精神状態は身体的暴

行に次いで第2位である．

　性的暴行

　〔1｝家族……父子家族43％（多18％），母子家族7％

（少15％）で，片親家族は50％，核家族は48％で，

養・継父と実母からなる家族30％（多16％）もめだ

っている．父親は40歳以上70％（多28％）で，職業

は不安定就業67％（多18％）で，技能・生産工程等

48％，無職31％である．母親は40歳以上62％（多41

％）で、無職50％である、家計は時々赤字以下72％



（多14％）で．家族問題としては経済問題63e／e，不

和48％，父親の転職の多さ37％などがあり，相談先

には親族37％，公的機関15％もあるが，少ない・ほ

とんどないも48％ある．

　父子家族や，養継父と実母の家族がめだち，父母

ともに中高年が多いが，父親の職業と家計は最も恵

まれていない．家族問題も多い方だが，相談先にも

最も恵まれない方で，孤立、閉鎖性がめだつ．

　（2）虐待の加害者……実父55％（多16％）、継父21％

（多12％）など父親85％（多32％）が多く，父母以

外の人も13％ある．加害者は40歳以上66％（多29％）

で，性格異常30％（多16％）やアルコール中毒（酒

乱を含む）26％など「問題あ1）」60％がめだち，自

分の親から放任無視26％，保護の怠慢・拒否17％，

性的暴行15％（多13e／o）などを受けている．

　性格は，性的にだらしない62％（多40％），ルール

に無関心47％（多11％）．乱暴45％，行動がだらしな

い43％などで、小心28％（多15％）もめだっている．

被虐待児には葛藤的36％（多19％）と厳格19％で，

虐待については「行為は認めるが虐待とは認めない」

4go／o（少12％）と責任転嫁21％がめだち，動機は欲

求の直接充足89％（多72％），不満の吐け口38％など

である．虐待は4回以上が55％である．

　〔3腋虐待児……中学生以上80％（多54％）で，ひ

とりっ子でない長子46％（多12％）がめだっている．

身体発育は普通以上89％（多22％）で，身体状態は

性的暴行による外傷・妊娠17％（多15％）を除けば

少なく．「問題なし」61％（多24％）である．精神状

態については，不安・怯え52％などで「問題あり」

は65％であり，知能の問題25％もある．

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

　性格は、明るい37％，依存的30％（多12％），暗い

28％，内向28％，消極的24％，警戒的24％などであ

t）　i非行等の問題行動は24％の者がもっている．実

母からの分離体験は70％の者にあ’），生別26％，養

護施設入所1ge／e，実母の実家にあずけられた18％，

死別11％などがめだつ．虐待による被害度の多さは、

身体，精神の状態ともに第3位である．

　心理的虐待と性的暴行の発生基盤

　ことここまでに至った親たちには，自己統制しえ

ない，やりきれないどろどろとした問題があるのだ

ろう．それは，自分自身が恵まれず同じような虐待

さえ受けた生育歴からの未解決な問題，その後の結

婚や家族構成の不安定な変化．そして中流志向の強

い中でのもがきや焦り，挫折と意欲喪失などが渦巻

いていよう．しかも，他に建設的な転換もならず，

支援の手とてなければ、孤独の中で袋小路に追いつ

めちれ，いつか耐性にも限界がこよう．

　ここから1つは，うっ屈した思いの執拗な発散・

攻撃や子どものありかたに対する排除が起こって，

心理的虐待が生じるのだろうし，2つは，自己放棄

や逃避が起こって，性的暴行への埋没，耽溺が生ヒ

るのだろう．それは．本来は，自己と自己の生活に

ぶつけて対決し再統合しなおすべきことがらを，と

もに不幸であった子どもに投射し，その一生にもわ

たる犠牲をさらにしいる“弱いものいじめ”でもあ

る．根本的に必要なのは，厳しすぎる状況にある力

弱き親たちに対する．早期からの予防的，治療的支

援である．（詳細は、「児童虐待」日本児童問題調査

会，昭和60年，を参照されたい．）
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特集・思春期への福祉サービス

イギリスにおける非行少年のための

中間処遇計画について。．、．，，
（lntermediate　Treatment　Project）浜野　 郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明治学院大学教授

　中間処遇施設ネエチェルスNechells

　1984年9月、バーミンガムのグループ・ホーム視

察を行った際、市内の小高い丘の上にある小さな通

所施設ネエチェILスITecheltsを訪れた．問題をもっ

ている子どもたちの中間処遇．施設である．極めて短

時間の訪問でこのセンターに関する詳細をここに紹

介することはできないが．子どもたちが大変生き生

きとグループ活動に参加しており．職員やボランテ

ィアたちも、自分たち自身がプログラムを楽しんで

いるようなところかあって，暖かい，親しみやすい雰

囲気が手にとるように感じられ，大きな感銘をうけ

た．

　建物はプレハブ形式の至って簡易な平屋建てであ

る．入口にレセプンヨン・ホー’レがあり，活動のた

めの小さい部屋か4部屋ほど、それにスポーツの出

来る多目的大ホー’レが一番奥にあるという構造であ

る．大ホールの側面の戸口から隣室に移るとそこは

立派な器材を備えた録音室．子どもたちの音楽サー

クルが演奏し．テープ造りを行うのだということで

あった．録音器材はほとんどがメイド・イン・ジャ

パンだと、担当職貝が苦笑しなから語ってくれた．

このサークルは．楽団を自分たちで組織して，1ヵ

月ほど西ドイツに親善のための演奏旅行を行い，そ

れは楽しい旅行で，子どもたちにもよい経験だった

と話してくれた．サークル活動としては，他にスポ

ー ツ．調理，演劇などかあり、グループ活動を通じ

て子どもたちの更生や治療にあたっているとのこと

であった．

　帰りぎわに，パンクのスタイルの子がいててっき

り対象となっている子どもの1人かと思っていたの

が，実はボランティアであり、とまどうような場面

もあった．こういうスタイ’レでないと子どもたちと

いい関係かできないといっていた．

　イギリスにおける中間処遇

　この国における中間処遇の発想は，1969年の「児

童青少年法」（．the　Children　and　Yeung　Persons　Act，

1969）の母胎となった政府委員会報告書「問題をも

った子どもたち」U℃hildren　in　Trouble”1968）には

じまるとされる．ここで一般的にそれが全国的に実

施されるに至った思想的意味を紹介しておこう．

　「1969年児童青少年法1はそれまでの非行少年の処

遇に大きな転換をもたらした．

　川非行の恨源をつかなければ解決にならない．「家
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庭による児童の放任と非行予防とを結びつける」必

要が強調された．法（1963年）はその第一条で，「自

治体は，自治体の保護や裁判所の審判に付される児

童を出来る限り少なくすることによって児童の福祉

を増進するよう，助言，指導，援助を提供する義務

を負うJとして．予防的ソーシャル・ワークを強調

した．

　C2）犯罪を行った非行少年が最終的にどのような処

遇を与えられるべきかの決定権を，裁判所かち大幅

に自治体に移行させた．少年裁判所は，犯罪が常習

化している場合．あるいは×人になって犯罪を犯すこ

とが予期されるような場合についてのみ責任を負う

こととなり，その意味で「最後の手段」として位置

付けられた．

　｛3冶治体はそれまでの認可学校（教護院）や保護

監察寮，少年鑑別所，児童収容施設等を統合して，

コミュニティ・ホームズ・システムを用意すること

となった．放任や虐待で自治体に保護された児童も、

裁判所が発行する「養護命令」（care　erder）による

非行少年も，いっしょに処遇をうけるシステムがと

られるよっになったわけである．

　（4）それまでの非行少年のための短期拘留施設にか

えて「中間処遇」（intermediatetreatment）の方式

がとられることとなった．

　ここにいう「中間処遇」が，1969年法による非行

少年処遇の転換の重要なプログラムとして登場した

ことは明らかであろう．その特徴は，一般の青少年

健全育成とは異なり，裁判所の監督下にある，非行

少年の処遇の手段というところにある．ただし，そ

れは司法当局の手をはなれて，自治体の社会福祉部

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

の大きな責任となり，さらに青少年健全育成と統合

して実行されている．なお，　「中間」の意味は，非

行のある少年で，家族や地域にとどまることができ

るが，単なる監督以上の積極的な治療が必要な場合

に，短期収容または通所等の方法がとられ，　「家庭

での監督と長期収容（裁判所の養護命令によるコミ

ュニティ・ホームへの入所）の“中間”Jという意味

である．

　先にも触れたように、どのような処遇形態を選ぷ

か，あるいはどのような施設や活動を準備するか，

は各自治体の裁量である、社会福祉部やソーシャル・

ワーカーにかかっている責任は，裁判所と，（後に述

べるような意味で）地域住民（コミュニティ）の圏

にさらされているだけに相当に厳しいものがある．

1960年代を通じて，非行少年処遇に関し，治療か刑

罰かのはげしい論争が展開された後の法改正（1969

年法）であるだけに，自治体サービスの失敗によって，

急速なゆり戻しもでてくる情勢もあるからである．

　自治体はそのサービスの提供にあたって創意工夫

を発揮することが要求されている．冒頭に触れたよ

うなデイケア・センター方式をとる場合もあれば，

クラブ活動やキャンプを実施しているところもある．

教育委貝会と社会福祉部が協力して，教師とソーシ

ャル・ワーカーをスタッフとして配属している場合

もある．公立施設の場合もあれば、民間団体の運営

する活動を利用する場合もある．いずれにせよ，さ

まざまの社会活動が，子どもたちの視野を広げ．興

味の領域を開発するであろうことが期待されている．

もちろん，これらのプログラムは，事前に子どもた

ちをも巻き込んだ周到な準備がなされ，家族と子ど
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もに関する情報を蒐集し，ボランティアを訓練し，

終了後，その経験やそこでの情報をソーシャル・ワ

ーカーに報告することによt）　tアフター・ケアにつ

なげるなど、子どもたちの発達と更生を見通した長

期計画との関連で，組織的に計画されていなくては

ならない．そのため，①教育・福祉・更生保護・青

少年部・民間団体・市民グループ等の間の協力や連

携の必要，②グループ・リーダーの発見と養成，③

施設・建物の確保と持続的運営，④子どもたちの活

動のための交通・移送手段の確保が最低限必要な条

件である．いずれにせよ自治体による補助金に依存

する場合が多く，これらの確保は決して容易なこと

ではない．

　中間処遇の今後の問題

　「中間処遇」は根本的な問題をかかえている．それ

は，その目的自体が非行少年処遇のためのものであ

り，「健全育成と監督」の間のバランスをとらなけれ

ばならないという問題である．一方は児童の発達の

問題であt）　t他方は社会秩序維持にかかわることが

らである．両者がいつも一致しているわけでもなく，

地域住民がいつも「発達」に許容的であることも期

待しえない．非行少年にほかの子ども以上のことを

してあげているという批判も，それらをかわすのに

多大の困難が伴う．

　こうした直接の事情も働いて，「中間処遇」はそれ

自体の狭い領域を越えたパースペクティヴをもたざ

るをえないし，また昨今それに価いする拡がりをみ

せている．それは，非行少年に限らず，貧困なある

いは問題をかかえている児童ひいてはすべての児童
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を対象にする．拡大されたコミュニティ・ワーク（地

域住民が参加した福祉活動）の展開である．元来19

69年法による処遇転換や「中間処遇」が成功するか

否かの大前提があって，それは自治体サービスの各

部局機能の相互連携であることがくり返し強調され

てきた．シーボーム報告に基づく1970年の「地方当

局社会サービス部J（Loca｜AuthoritySocial　Serv－

ices　Department）の創設の契機の一一・つは，「問題を

もつ子どもたち」という先に触れた政府報告にある

とされることは．何よ1）の証拠であろう．シーポー

ム報告の核心は，家族とコミュニティの参加を中心

概念とする，自治体サービスの統合であった．

　バーミンガムでナショナル・チルドレン・ホーム

の運営する「ファミリー・センター」を訪問した．

団地の中心にあるかなり大きな通所センターである

が，貧困な移民マイノリティの家族の子どもたちが

圧倒的に多かった．ソーシャル・ワーカー、保母，教

師，心理スタッフ等が配置された発達・治療センタ

ーである．子どもたちだけでなく、母子世帯の母の

相談や実地訓練を行うプログラムも併行して行われ

ていた．「家族援助センター」（Family　Advice　Cen－

ter）というべきであろうか．コミュニティ・ワーク

の重要なプログラムの一つとしてイギリスで広く行

われている模様であるが，これらを「中間処遇」と

関連させて，その拡大された形態としてみることが

「中間処遇」の真の意味を理解する上で大切な視点

なのではないかと思った．

　非行少年，問題をもつ子ども、障害児等をめぐる

発達（個人）と防衛（社会）の矛盾の克服は、地域

住民の参加による教育・福祉活動の展開であろう．



世界の児童と母性

特集・思春期への福祉サービス

思春期学会の動向

え　　　　　ばた　　　　れい　　　　　こ

江　　幡　　玲　　子

思春期問題研究所長　思春期学会常任理事

　思春期医学の背景と必要性

　臨床にたずさわるものにとっては時に思いもかけ

ないような事例に出くわすことがある．どの分野に属

すものなのか，アプローチの方法すらみつからずにと

まどうこともある．思春期のもつ問題の多様性は周

知を集め，学際的な研究の発展がなければ到底対応

しうるものではないことはいうまでもない．12歳で

妊娠した少女は，成熟した女性を対象とする産婦人

科で十分な措置をうけることは可能であろうか．

　食べることを拒否し，ガリガllにやせながらも登

校を続ける15歳の少女，ひたすら食べ続けて太り続

け，登校を拒否した無気力な生活を送る少女，とも

に食欲の異常と生活上の問題を持ちながらどこへ行

ったら適切な治療が受けられるのかさえわからない．

　家庭内暴力のひどい15歳の少年は．精神科では単

なるわがまま、との診断を受けたが暴力のひどさに

耐えかねてllO番をしても，警察官の顔をみればお

となしくなってしまう．男性機能の発育が不完全で

あると思い込んで親をうらんでのことらしいが，一

度思い込んでしまったら容易なことでは納得しそう

にもない．思春期の男の子のための泌尿器科があっ

たら…と思わずにはいられない．初潮年齢は早くな

り，成長発育とホルモンの関係は，同時に義務教育

における性教育の問題とも重なってくるというよう

に．思春期医学への社会的要請は高まってきている．

　思春期学会発足までの歩み

　思春期の性器の発育．性機能の発達についての医

学的研究は諸外国においても日本においても、1930

年ごろから散発的に行われていたことが報告されて

いる．1939年ハンガリーの小児科医Dobszayが小児

婦人科学に関する著書を出版したのを最初として多

くの研究が行われてきている．

　1970年ニューヨークにおいて国際婦人科連合の世

界大会が開かれたおり，専門集会の一つとして思春

期婦人科学か取りあげられた．

　1971年スイスのローザンヌにおいて小児科医の参

加も得て，小児思春期婦人科に関する最初の国際シ

ンポジウムが開かれた．

　1972年フランスのボルドーで開かれた第2回国際

小児思春期婦人科シンポジウムでは，婦人科医，小

児科医に加えて内分泌学者、生物学者，精神科医．

衛生学者，社会学者などの参加があった．1979年に

は第5回シンポジウムが、東京において松本清一氏（現
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日本思春期学会理事長）を会長として開催されている．

　わが国においても，思春期の医学的問題への関心

が高まり，1963年（昭和38年）心理学、教育学など

関連ある諸領域の研究者も含めて「思春期医学シン

ポジウム」が発足し，第1回シンポジウムが「身体

の成長発育」をテーマとして開催された．

　1981年（昭和56年），テーマは「食欲異常と疾病」

第19回まで続いた．1971年（昭和46年）社会的な問

題のひろがりの中で，思春期と思春期の問題に対す

る研究の関心が高まり，関係者の協議により思春期

医学シン「ドジウムは「思春期医学研究会」となった．

　1982年（昭和57年）研究会を発展的に解消し、医

学，保健関係者のみでなく幅広い分野の参加協力を

求め「日本思春期学会」（Japan　Society　of　Adotes－

centology）とした．この学会では，機関誌「日本思

春期学雑誌」（Japan　Jovrnal　of　Adolescent。logy）

を発刊している．

　日本思春期学会の開催と課題

　第1回学会および設立総会

日本思春期学会発起人会代表一松本清一

第1回日本思春期学会会長一森一郎

会期一昭和57年8月20日働，2旧tD

会場一鹿児島市　鹿児島県産業会館

特別講演一思春期学の現況と展望

　　　　　松本清一（自治医科大学病院）

会長講演一女子思春期の内分泌環境

　　　　　森一郎（鹿児島大学医学部産婦人科）

　　　　　青少年の性行動

　　　　　宮原忍、（東京大学医学部保健学科）
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シンボジウムー｛1｝諸領域からみた思春期医学教育

　　　　　　　（2）思春期の疾患について

事務局一鹿児島大学医学部産科婦人科学教室内

一般演題一76題　産婦入科を中心とした思春期研究

であったが，内科，心療内科，小児科．精神科，泌

尿器科、眼科、耳鼻科，口腔外科、腎センター，放射

線研究所，看護学院，助産婦学院，精神衛生センター，

保健所，福祉事務所，児童相談所，青少年センター，

警察少年係，いのちの電話，小学校，中学校，高等

学校，専門学校、大学の教師、サイコロジスト，ソ

ー シャルワーカーなど多方面からの出席者があった．

　発表演題は，学童期における初潮発来の早期化傾

向と初潮指導・思春期の性周期と愁訴・思春期の無

月経が先発したウィルソン病の一症例一情緒障害，

登校拒否，ヒステリー等の誤診経緯と心身医学的検

討・思春期発来不全男子の臨床的内分泌的検討・高

校生の性意識について・女子高校生の妊娠56例の検

討・10代の妊娠と中絶・若年女子に対する避妊教育

の必要性・思春期の患者の看護についての検討・思

春期気晴らし食いにおける家族構造・登校拒否に対

する治療的アプローチ・神経性食欲不振症の心身医

学的検討，などがあり活発な意見の交換がなされた．

　第2回学会および総会

第2回日本思春期学会会長一安藤弘

会期＝昭和58年8月5日偽．6日ω

会場一東京都　経団連会館　経団連ホール

会長講演＝思春期男子の尿路性器の発育

　　　　　安藤弘（東邦大学医学部泌尿器科）

教育講演一身体的側面から

　　　　　熊本悦明（札幌医科大学泌尿器科）



1

　　　　　心理的側面から

　　　　　藤原喜悦（東京学芸大学）

シンポジウムー（1）男子の思春期における諸問題

　　　　　　　②思春期妊娠への対応

事務局一東邦大学医学部泌尿器科学教室内

一般演題一64題が①臨床，②内分泌，③栄養，④月

経に関する諸問題，⑤新生物，⑥性教育．⑦学校・

社会保健，⑧心身医学的問題，⑨妊娠・避妊・性病，

⑩性の実態，⑪非行，⑫その他，の分類によって発

表された．演題の一例を示すと，高校生の学習時間

帯と食生活の関係・初経発来に及ぼすスポーツの影

響・先天性副腎過形成（CAH）小児の治療と身体発

育に関する臨床的検討・思春期前に発見された先天

性副腎皮質過形成症例・男子思春期外来の問題点・

自殺まではかった性器ノイローゼ患者の治療経過・

思春期前後にみられる泌尿器科疾患とその問題点・

停留睾丸を合併した下垂体小人症の例・思春期の精

索静脈瘤・精索捻転（畢丸回転症）の治療経過など

思春期男子に関する発表も多く．思春期の多様な側

面を新たに学び得た会員も多かった．

　第3回学会および総会

第3回日本思春期学会会長一五十嵐良雄

会期一昭和59年8月3日働，4日出

会場一静岡県浜松市　浜松市社会館

特別講演一若年妊娠の問題点一特に出産児の養育

　　　　　片桐清一（弘前大学産婦人科）

　　　　　思春期の自殺

　　　　　大原健士郎（浜松医科大学精神神経科）

会長講演一思春期の成長ホルモン分泌と成長因子

　　　　　五十嵐良雄（浜松医科大学小児科）

世界の児童と母性

シンポジウムペ1偲春期のカウンセリング

　　　　　　　②思春期における疾病の管理

事務局一浜松医科大学小児科学教室他

一般演題一62題　一部を紹介すると小児喘息患者の

症状の変化とバウムテストの相関・小児病棟におけ

る無断離院について・長期入院患者にみられる親子

関係の問題点・情緒障害とマスターペーションの関

係・思春期の遺伝相談・登校拒否、強迫神経症から

うつ病と診断のかわった小6男子の症例・少女雑誌

にみられる性的記事など．

　以上のように第1回は婦人科，第2回は泌尿器科．

第3回は小児科を中心にするという形で思春期の問

題を考えてきたが，第4回は再び婦人科教室が事務

局となって行われた．

　第4回学会および総会

会期一昭和60年8月3日（斜，4日仕）

会場一山形市　山形市社会館

事務局一山形大学医学部産科婦人科学教室内

　おわりに

①産婦人科，②小児科、③泌尿器科・外科・整形

外科，④精神科・心療内科・心理，⑤内科・皮膚科

・ 内分泌．⑥公衆衛生・保健・看護．⑦教育・心理

・福祉，⑧その他，と会員の分類されているが、残

念ながら福祉関係者の会員は総会員数1．2eo名中2、

3を数えるに過ぎない．福祉関係者の思春i期問題へ

の関心が低いとは思えないが，この機会に参加をお

すすめしたい．

●日本思春廟学会亭務局：

〒162東京都新宿区市ヶ谷砂土原町1－2

　　保健会館日卒家族計画協会内　TELO3－269－4738
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泡　　印 アメリカの特殊教育制度の現況
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひさ　　こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カニングハム・久子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウエストチヱスター郡立医療センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　精神遅滞研究所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　視聴覚障害者臨床プログラム主任

　1975年末．米国連邦政府は全障害児童就学法律（P

L94－142）の成立を公布し，この法律の適用を1976

年から始めるよう，各州政府に通達した．その主眼

は“より拘束の少ない環境で，障害児に教育・訓練

を施す“というものである．　“より拘束の少ない環

境“の定義は付記されていないが，もし．障害児が

在宅したまま教育を受ける権利を放棄していれば，

「在宅している家」という環境が．“より拘束の少な

い環境“の反対と解釈されて良い．

　8，000人以上も収容されていたような州の施設から，

少人数のグループホームへの移動が．今日，アメリ

カで激増しているのは，この法律が直接もたらした

ひとつの社会的変動である．

　1977年に入ると、各州政府の教育庁は，連邦政府

の勧告内容にしたかって，障害児教育に関連した組

織作りにまい進し．その手引書を作成，配布し始め

た．

　筆者が在住するニューヨークの州教育庁は，基本

的に4種類の手引書を作成している．

　L「子どもの教育を受ける権利」

　2．「ニューヨーク州の教育審査法」

　3．「個別教育計画」

　4．「障害者委員会」

　障害児の親たちにとって，もっとも役に立つ手引

書は、最初に掲げた「子どもの教育を受ける権利」

であろう．だから、この手引書にのみ言及するにと

どめたい．同手引書には、2，3、4の手引書の内

容も盛り込まれている利点も考慮した上でのことで

ある．

　「子ともの教育を受ける権利」の要約と解説

　ニューヨーク州には50近い特殊教育訓練リソース

センターが散置している．各学校区域のCommitree

on　the　Handicapped　（障害者委員会一以後COHと略

称．州によって委員会の名称は異なる）は，このリ

ソースセンターにそれぞれ直結して州の指導，補佐、

監督を受けている．

　COHは各学校区域の教育委員会に任命された医

者，心理学者，ソーシャルワーカー、親の代表者、

特殊教育家等の構成メンバーで運営されている．自

分の居住地のCOHの住所を知る手掛リは幾つかあ

るが，最も手短な方法は，居住地域の公立小学校の

事務室に問い合わせることであろう，ほとんどの公

立小学校に特殊クラスがあるので，COHとのコンタ
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クトがとりやすいからである．

　アメリカでは，新学期が始まる9月までに満5歳

になる障害児童を，学齢期に入ったと見なす．5歳

以下の場合も．障害乳幼児のためのプログラムや，

2歳半から5歳未満児のためのプレスクールもある

ので、年齢にかかわらずCOHに交渉して早期教育，

訓練の恩典を受けるのも可能である．障害の複雑化

を防ぐ意味においても，早期介入の持つ意義は重い．

　日本のような幼児の定期検診制度はないが，こち

らの障害の立証過程と査定の方法は，徹底している

のが特徴で，小児科医ばかりでなく，理学，作業療

法士，心理査定士，言語治療士のチームが多学科的

な総合診断を行う．もっとも．時間やお金が掛かる

のが難点ではある．ただし査定費は原則として，公

共費でまかなわれることになっている．

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

　次の図は障害児の入学手続きを示す．

　障害児の学校選択はCOHが中心となって行う．

障害児の家庭とCOHの連絡がつくと（矢印1）、面

接日が設定される．当日，障害児童に関するすべて

の資料を持参する必要がある．COHは既存の資料に

加えねばならない分野の査定を（2）の矢印が示めす

それぞれの専門家に依頼する．親はお互いに都合の

良い日取りを決めてもらって，子どもを専門家のオ

フィスに伴うことになる．すべての査定報告書がそ

ろったところで（矢印3）、また（矢印4）COHと両

親の面談日が取り決められ，その席上，査定報告書

のコピーが手渡される．

　ちなみに査定費はCOH側が負担するのが建て前

だが，近年レーガン政府の福祉予算カットのため、

査定費用を親に支払わせたがる傾向が見られるよう

特殊教育を受けるために　児童の家庭から特殊教育プログラムに至るまでの過程

30日以内

面蹟
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になっている．

　法律上，二度目の面談は，最初の面接から30日以

内に行うことが、義務づけられている．その第2回

目の面談のとき，適正と考えられる学校の推選があ

り．親は学校訪問を勧められる．それまでに，COH

は推選校に受け入れ意思があることを確認してある

ので，親はその中から最も好ましいと思われる一校

を，選べば良いわけである．第二回目の面談から学

校選択（矢印5）までに費やす日数も．30日以内と

定められている．

　障害児を受け入れた学校の担当教師は（矢印6），

児童の入学時から30日以内に，個別計画表を作成し，

親にその説明をして承認を得ることを義務づけちれ

ている（矢印7）．したがってその時，親の出頭が求

められる．質疑応答の後，個別計画内容に親と教師

が同意すると，その計画表の第一頁（ペアレンツ・

カンファレンス）に，参会したすべてのメンバーが

署名をする．親と教師の協同作業を基本にして，障

害児童教育を施すという理想が，権利と義務の形で

課せられているのが，このペアレンツ・カンファレ

ンスなのである．

　例えば，脳性麻痺のような障害児が特殊教育に加

えて，理学療法が必要であった場合，受け入れ校は

その療法を実施する義務があり、親はその請求をす

る権利がある．もしも，個別計画表に理学療法が含

まれていなかったt）　，含まれていたとしても，その

回数に不満がある場合，説明を求めるなり、回数の

増加を請求する二とも出来る．

　個別計画表は1年に最低2回の査定一つまり，

計画に基づいて立てたゴールが達成されたか，また，
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その方法や手順は適正であったかを吟味する一が，

児童の発達現状に照らし合わせながら行われる．そ

して，学年後半のために改正．添加された個別計画

表が作成される．その内容討議のために，再びペア

レンツ・カンファレンスが開かれる．もし，親の都

合がつかない場合は，電話で討議を行い，郵送され

て来たペアレンツ・カンファレンスの頁に署名して，

学校へ送り返す方法もある．

　学校は児童の教育リポートを1年に2回（1月，

6月），親に送る義務があり，特別セラピー（理学療

法，作業療法，心理療法，盲聾児のためのリソース・

プログラム，言語治療）のリポートも，その中に含

まれていなければならない．

　また，その間に専門家による査定を受けていたら，

その1）ポートを請求する親権者の権利が．州法によ

って保障されておりtその査定内容に正当な不満が

ある時は。その部分の削除，あるいは改訂を要求す

ることさえできる．

　COHが指定して行われた査定は、その障害児の教

育基金請求書とともに，ニューヨーク州教育庁に送

られる．特殊教育費は全額，州から支給され．一時滞

在の外国人障害児にも適用される．その際，障害児

は次の種別のいずれかに類別されなければならない．

Emotiona［［y　Disturbed（情緒障害）

　査定によって，他の子どもたちや，親，教師等と

の対人関係にひどく問題があると認められた者。

　Mentally　Retarded（精神遅滞）

　査定によって，同年齢の子どもと同じ程度の勉学

不可能と判定された者．さらに遅滞の程度は教育可

能（IQ75－50），訓練可能〔IQso～25），重々度精神



遅滞（IQ25以下）に分けられる．重々度精神遅滞児

は重複障害を持っていることが多く，後述の重複障

害児として届け出される．

　Speech／Language　lmpairment（言語障害）

　言語音を正確に発音できない、間違った発音をす

る．何を言っているのか分からない．話しことばが

理解できない，吃る等の障害のある者．

　Legally　Blind（視覚障害）

　眼科医によって視覚障害者と診断された者．アメ

リカにおける’盲”の定義は“目鏡をかけた時の片

目の視力が，200フィート分の20フィート以下（※日

本では弱視と呼ばれる視覚距離）、あるいは，視野が

20度の広がりしかない場合は，200フィート分の20フ

ィート以上の視覚を持つ者．視野を30度まで障害と

して認めている州もある．情1フィートは約30センt｝

　Deaf（聴覚障害）

　聴覚障害のため，普通の生活に支障を来たしてい

る者．聴覚検査士の査定によって，聴覚障害の程度

が軽度，中度，重度に分けられる．

　Physically　Handicapped（身体障害）

　脳性麻痺，心臓欠陥，神経系統疾患，その他、身

体に障害のある者．

　Multip｜y　Handicapped（重複障害）

　聾唖，盲目，重度の情緒障害など，二つ以上の障

害を持つ者．

　Learning　Disability（学習障害）

　情報を受け取り、消化，再構成し，そして表現す

るに必要な精神活動に支障のある者．このような子

どもは人の話を聞き取ることや、話したり書き取り

をしたり．算数を学ぶことなどに困難がある．

世界の児童と母性

　以上の類別の中で，最後の「学習障害」に関して

は、日本では知られてから歴史は浅いが，意欲的な

専門家たちが研究課題として取り組んでいると，内

聞している．

　子どもの登校先が決まると，スクール・パスの手

配が始まるが，すべて居住地の学校区域の運送担当

者に委せられている．パス代は教育費同様，COH負

担となっている．

　現在，アメリカの障害児1人当たりの教育費は1

万ドル以上（230万円以上）と言われている．日本の

特殊教育費もほぼ同額というから，日本もかなり力

を入れていると言えよう．ただし，1日当たりのコス

トは日本の方がはるかに低い．というのも，アメリ

カの開校日数が180日であるのに比べ、日本は240日

だからである．

　日米両国ともに障害児の出産率は減少したとは言

え，障害の複雑化と障害度の重さが目立つのが，最

近の傾向である．

　したがって，特殊教育現場に入って来る教師たち

の質や資格の向上が望まれている．特に重複心身障

害児教育にたずさわる者は，多学科的知識と訓練を

修得していなければ，たちまち「燃えつき症候群」

の仲間入りになるか，　「飛び石教師」に陥る恐れが

ある．だから，大学によっては「精神遅滞児教育」

コースの中に，「重複心身障害児教育講座」を提供し

ている特殊教育部もある．

　言誘治療士の場合，自閉度や精神遅滞度の重い児

童や大人のセラピーは，簡単な発生語に加えて，代

替コミュニケーション技術を修得させる方向に動き
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始めている．その先駆が手話である．かつて手話は

聴覚障害者のコミュニケーション法であった．10年

以上も前に，マサチューセッツ州で自閉症児たちに

手話を試みて大きな成果を挙げたのを機に，重度精

神遅滞児たちの間でも、この方法が積極的に活用さ

れている．

　脳性麻痺で基本的会話能力はあるが，発声語が明

瞭でない者には、電子文字盤（約3．000ドルー75万

円）の使用法を指導し，日常的要求を満たすことが

できるようにし向けている．

　重複障害が精神遅滞に加えて視聴覚障害を伴って

いる時は，言語治療士はその対象児のコミュニケー

ション技術を．多感覚的に査定した上で，最も効果

的に意の通じ合うパターンからセラピーを始める．

障害度が重い程，対象児の感覚器管に訴えるアプロ

ーチが必要なため，手前味噌になるようだが，筆者

の研究所では，修士コースの言語治療研修生に対す

る訓練には，理学・作業療法，特殊教育の要素が組

み込まれている．

　今日，医療の発達，リハビリの早期介入などによ

り，障害児の生活技能を涌養する環境の発達には，

目ざましいものがある．全面介入の必要な障害児も

含めて，彼らの生き長らえる年数も延びてきた．

　アメリカ社会では，現在、学齢期（特殊教育学齢は

21歳まで）を終えた障害者への対応を迫られている．

　前述のPL94－142の精神に基づき，まず「人間倉

庫」とまで酷評されていた，大規模な施設から小さ

なグループ・ホームへの移行が始まった．1軒のグ

ループ・ホームに10人前後の障害者が入居し，ほぼ

同数スタッフのケヤを受けている．機能レペルの高
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い者は，日中，ワークショップ（授産所）で働いて

給金を受けている．定期的医療は言うに及ぱず，言

語治療、心理療法の必要な者はtそれぞれのセラピ

ストの下に運ばれて行く．

　官営，民営のグループ・ホームがあるが，民営の

方がコスト安で質も高いという結果が，昨年，発表

された．

　グループ・ホームは．開設までにコミュニティと

の接衝という，最大難関をくぐらねばならない．よ

うやく開設した後に，延々と続くのが人事問題であ

る．スタッフが居つかない．スタ・ソフが障害者のた

めの投薬を盗む．スタ・ンフが基本的責任感に欠ける

等の問題が多く，各グループ・ホームの責任者たち

の悩みは深い．それでも，さまざまな組織が「人間

らしい生活環境Jを与えるために，グループ・ホー

ムの開設に力をそそいでいる．この動きはいまだ緒

についたばかりだが，今後の発展が期待できる素地

は十分に出来上っているように見受けられる．

　この10余年のアメリカの動きは，各専門分野のThe

State　of　the　Art（熟練した技能）へのまい進と，障

害児のQua］ityof　Life（生活内容）の充実を目指し

ていることは明らかである．したがって，多くの基

金が，その両方にかかわりの深い研究やプログラム

を、振興させる目的で授与されている．その成果を

生かすのも殺すのも，最終的には“人”そのもので

あろう．技能修得以前の問題が多過ぎるこの国では，

捨て金になってしまう基金も数知れない．そうであ

るにもせよ，この国の障害児対策は20年前より，は

るかに進んでいることは，紛れもない事実なのであ

る．
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ネットワークつくり

すすむ「家族援助」サービス

養護の

あみ　　　　　の　　　　　たけ　　　　ひろ

網　　野　　武　　博
日本総合愛育研究所調査研究企画室長

　オーストラリアの児童饗護の動向

　本年2月から3月にかけ，筆者は第ll回資生堂社

会福祉事業財団の主催によるオーストラリアへの児

童福祉施設職員海外派遣研修の一員として，オース

トラリア・タスマニア州およびビクトリア州を中心

とする研修に参加する機会を得た．オーストラリア

の児童福祉の実情に関しては，相互に視察・研修の

機会も増加している．当財団としては今回が2度目

の訪問にあたるセント・ジョーンズ・ホームズに関

してふれるならば．施設長の1．G．エリス氏は，これ

までに数回訪日を経験され，1983年の訪日の際に講

演された内容は，本誌第16号および第17号に掲載さ

れている．

　今回の訪豪を通し，その後のオーストラリアにお

ける児童福祉，児童養護の実態について，限られた

期間と範囲ではあったが学ぷことも多く，参考とな

る理念や実践にふれることができた．とくにLG．エ

リス氏の講演でもふれられていた，児童・家族問題

の発生を早期に予防するためのケア・フォース〔Care

Force）をはじめとする一連の家族援助サービスがよ

り一層重視されつつあり，その成果をあげつつある

実情がみられた．

　筆者は，今回の研修を通じ，国際連合総会が1959

年に採択した「児童権利宣言」第6条の趣旨をあら

ためて思い起こした．それは，　「児童は，その人格

の完全な、かつ調和した発展のため，愛情と理解を

必要とする．児童はできるかぎり、その両親の愛護

と責任の下で，また，いかなる場合においても，愛

情と道徳的および物質的保障とのある環境の下で育

てられなければならない．幼児は，例外的な場合を

除き，その母から引き離されてはなちない．………」

と述べている．　「例外的な場合」を除いて実の親か

ら分離させることを避けなければならない，といり

考え方は，今日ごく常識的なものとなっている．し

かし、その例外的な場合そのものをあらためて根本

的に厳しく見つめ直していることに、強く印象づけ

られるものがあった、すなわち，事が生じてしまっ

ては遅い，玉子が腐ってしまっては何にもならない，

実親家庭から引き離して施設等て頼かるよりも前に，

家族問題・家族崩壊を予防することである．そして，

それは，児童養護の最大の目標が健全な家庭をつく

ることである、という実践理念に結びついている．

児童権利宣言第6条の趣旨を，字義どおりに受身で

理解し実践するのではなく、積極的に受け止め実践
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していく、ひとつの例がここにみられたわけである．

　今回訪問した2州のうち，タスマニア州はオース

トラリアの南端に位置する人口約43万人の小規模で

閑静な州である．オーストラリアは6州2特別地区

で構成され，各州が比較的独自の方針をもち．福祉

サービスをすすめている．今回訪問した2州の児童

養護サービスをみると，わが国と同じように養護ニ

ー ズがより多様化しているのは，都市を多く擁する

ビクトリア州であリ，したがってこれに対応して幅

広く、きめ細かいサービスをすすめる必要のあるビ

クトリア州の方が，タスマニア州より進取的な状況

がみられた．図1にみられるように，1970年代の後

半においても，措置により何らかの養護を受けてい

る児童の年齢別分布をみると、ビクトリア州がオー

ストラリア全体の中でも，乳幼児など年齢の低い児

童に対するサービスをすすめているウエイトが高い

ことがわかる．

　しかし，オーストラリアは．過去の植民地国であ
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る英国よりも早く労働党政権を発足させた国でもあ

り，社会福祉の基盤には伝統がある．タスマニア，

ビクトリア両州を訪問し，児童養護を含む福祉サー

ビスの理念やその体制をみると，当然のことながら

共通点がみられる．

　今日，特にわが国と異なっている点にふれるなら

ば，両州はともに、児童福祉・児童養護サービスを

所管する地方政府の省庁は，地域福祉省の名称を持

ち，サービスの基本方針として，「より地城に近い

ところで」，「より家族を援助する方向で」という考

え方が明瞭に示されている．それは，つぎのような

具体的なすすめ方にあらわれている．

●児童や青少年のための施設ケアーを家庭的ケアー

　に切りかえていく　　　里親．ファミリー・グル

　ープ・ホームその他家庭的ケアーを重視する．

●児童や青少年のための施設ケアーを，地域を基盤

　としたサービスに切りかえていく　　　ファミリ

　ー・グループ・ホーム，里親，青少年ホステルも

　地域に一体となり，実の家庭とも遠く離れないよ

　うにする．

●市町村が民間諸団体、個人の地域サービスの強化，

　拡充を奨励していく　　　地域における自助グル

　ープ，家族・近隣の援助活動，福祉活動を尊重し．

　奨励，支援する．

　このような背景には，増大する経費を抑制しなけ

ればならない財政面の苦慮があることを，関係者も

卒直に認めている．しかしながら，一方では，児童

の健全な発達にとってかけかえのない家庭の存在を

再認識し，それを支える重要な柱が地域福祉である

という考え方が，これらの事業にたずさわる人々，



専門家，行政担当者の間に確実に浸透していること

を見過ごすことはできない．

　さらに、民間団体による児童養護をどのようにす

すめることが最も望ましいか，あるいはベターであ

るかを考え、そして実践に移した場合，その創意や

試行を多として，地方政府がそれを支援する可能性

や柔軟性をもっている歴史的背景も指摘しなければ

ならない．

　このような試みは、タスマニア州においても広が

りつつあるが，ビクトリア州政府とメルボルンに所

在するセント・ジョーンズ・ホームズとの関係をみ

ると、このような官民の協働性のひとつの典型をみ

る思いがした．セント・ジョーンズ・ホームズは，み

ずからさまざまな事業を堀り起こしつつ，行政と地

域や市民，家庭との間で，両者を調整し，両者の；一

ズや主張を伝達し，相互の協力を図る役割を保って

いる．これらの労苦や実績の中で、セント・ジョーン

ズ・ホームズもまた．行政と地域の理解を得つつ，今

日の幅広い事業をすすめることができたと言えよっ．

　セント・ジョーンズ・ホームズにおける家族援助

　サービス

　筆者は，児童福祉の体系として，まず「普及（Pepu－・

larizatlon）」、「増進（PromOtion）」，「予防（Preven－

tion）」の3つのPがあり，さらに「支援（Support）」，

「補完（Supplement）」，「代替（Substitute）」の3っの

Sがあり，以上の6つの内容で構成されていると考

えている．一般に，児童養護と称される内容は，最

も狭義にはこのうちの「代替1のみをさしている場

合が多く、より広義に称しているものでも，3つの

世界の児童と母性

Sの範囲までをさす．しかし，養護の重要な機能は，

実の親や家族など私的な養育の範囲内では，児童の

発達や福祉を全うできない状況にある場合に，社会

的にあるいは公的な働きかけや援助によって、その

児童の育成をはかることである．したがって，児童養

護は最も広義には，　「普及」を除く，個々の家庭や

児童に働きかける内容をもつ「予防」のみならず「増

進」をも包含する積極的な意義をもつものといえる．

　この積極的な児童養護を．体系的、包括的に行って

いる公・私団体は，今日存在しているとしても極め

て稀少な存在であるといえる．以下にふれるセント・

ジョーンズ・ホームズの理念と実践とが，そのひと

つの典型にあたるのではないか，とも考えられる．

　現在のセント・ジョーンズ・ホームの事業の体系

を集約すると，図2のとおりであり，これは，児童

養護を「代替」という最も狭義なものから次第に拡

大し，そして今日では，多角的サービス計画（multi

－
service　plan）と称するまでになっている．

　なぜ，このような展開がなされるようになったか

について、1．G．エリス氏は訪問した我々に対し、つ

ぎのように述べている．

　「それは，児童は自分自身の実の家庭から引き離さ

れてはならない，という強い信念に基づいている．

調査の結果（注…図1もその1部である．）などから，

施設（Children’s　H。mes）に入所した子どもたちの多

くは，もしその実の両親に適切な支援や援助を行っ

ていたならば，子どもたちは，自分の家庭に残って

いることができたであろうと思われたからである．

　もし、子どもが自分自身の家庭かちどうしても引

き離されなければならない時には，私人の里親家庭
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が，施設よりもよりノーマルな環境として与えられ

る．こうして、もしケア・フォースあるいは里親に

よる養育が，子どものニーズに適切に対応できない

時にのみ，施設に入所させることになる．」

　実際にかかる経費は，たとえば1984年の年間事業

に要する経費約253万豪ドル（約4億8，000万円）の

69．9％（3億3、600万円）が施設関係に，30．1％（1億

4．400万円）が予防的家族援助サービスに向けられて

いる．しかし，ケア・フォースを中心とする家族援

助サービスは，近年セント・ジョーンズ・ホームが

特に重視し，拡充を図っている事業であるといえる．

　ケア・フォースのそもそもの由来は．英国におけ

る産業革命時に，農村と都市の分離が生ずる過程で

家族分断の悲劇が生ヒた際に，家族援助サービスと

してこの概念が生まれたといわれる．このケア・フ

ォースの実践の歴史をみると、家族援助サービスと

して，児童の保護から出発し，大舎制．小舎制tグ

図2　セント・ジョーンズ・ホームズの事婁の体系
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ループ・ホーム、里親ケアtそして何よりも実の親

のもとで，という経緯をあらためて確かめることが

できる．そして，今日セント・ジョーンズ・ホーム

ズでは，家族分離が生じないように予防し，支援し．

家庭生活のノーマライゼーションを目標に事業をす

すめている．ケア・フォースの内容は，経済困窮に

関する生計上の指導・援助をはじめ．未熟な親や家

庭生活を維持する知識や技術に欠ける親などに対す

る指導・援助、そして親子関係の強化，子どもの保

育や発達援助などである．

　さらには，オーストラリアの特有の民族・文化的

な条件を背景にもつ，多民族地域，異民のためのケ

ア・フォースもこの中で行われている．

　このような家族内の人間関係と家族の絆を重視し

た活動は．どの程度効果が上がっているのであろう

か．これについて1．G．エリス氏は、近年ますます家

族問題，児童問題が深刻化し，情緒的，道徳的問題

が増大している経緯の中では、少なくともこれらの

活動を通して，家族分離や児童保護を防ぐ上での効

果は上がったのではないかと述べ，結果からみると，

もしこのようなケア・フォース活動をすすめていな

ければ，事態はもっと深刻化していたのではないか，

と我々に語っている．

　ところで，家族援助サービスの一環として．その

他新しい試みである交流計画（lnterchange　Program）

にもふれなければならないであろう．これは1981年

の国際障害者年を機に試みられるようになったもの

である．これは、月に1回程度日頃心身に障害をも

つ子どもの養育，介護に追われている両親から，週

末にその子を個人の家庭で預かり，しばしの休息を




